
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

医
療
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
〜
第
四
章
の
三

（
略
）

第
一
章
〜
第
四
章
の
三

（
略
）

第
五
章

医
療
法
人

第
五
章

医
療
法
人

第
一
節
〜
第
八
節

（
略
）

第
一
節
〜
第
八
節

（
略
）

第
九
節

監
督
（
第
三
十
六
条

第
三
十
八
条
の
二
）

第
九
節

雑
則
（
第
三
十
六
条

第
三
十
九
条
）

第
十
節

医
療
法
人
に
関
す
る
情
報
の
調
査
及
び
分
析
等
（
第
三
十
八
条
の
三

第
三
十
九
条
）

（
新
設
）

第
六
章
・
第
七
章

（
略
）

第
六
章
・
第
七
章

（
略
）

附
則

附
則

（
法
第
五
十
一
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
者
）

（
法
第
五
十
一
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
者
）

第
三
十
三
条
の
二

法
第
五
十
一
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

第
三
十
三
条
の
二

法
第
五
十
一
条
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
基
準
に
該
当
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

一

最
終
会
計
年
度
（
事
業
報
告
書
等
に
つ
き
法
第
五
十
一
条
第
六
項
の
承
認
を
受
け
た
直
近
の
会
計
年
度
を

い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
並
び
に
第
三
十
八
条
の
四
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
貸
借
対
照
表
の
負
債
の

部
に
計
上
し
た
額
の
合
計
額
が
五
十
億
円
以
上
又
は
最
終
会
計
年
度
に
係
る
損
益
計
算
書
の
事
業
収
益
の
部

に
計
上
し
た
額
の
合
計
額
が
七
十
億
円
以
上
で
あ
る
医
療
法
人

一

最
終
会
計
年
度
（
事
業
報
告
書
等
に
つ
き
法
第
五
十
一
条
第
六
項
の
承
認
を
受
け
た
直
近
の
会
計
年
度
を

い
う
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同
じ
。）に
係
る
貸
借
対
照
表
の
負
債
の
部
に
計
上
し
た
額
の
合
計

額
が
五
十
億
円
以
上
又
は
最
終
会
計
年
度
に
係
る
損
益
計
算
書
の
事
業
収
益
の
部
に
計
上
し
た
額
の
合
計
額

が
七
十
億
円
以
上
で
あ
る
医
療
法
人

二
・
三

（
略
）

二
・
三

（
略
）

第
九
節

監
督

第
九
節

雑
則

（
都
道
府
県
知
事
が
保
存
す
べ
き
書
類
）

（
都
道
府
県
知
事
が
保
存
す
べ
き
書
類
）

第
三
十
八
条
の
二

令
第
五
条
の
十
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
法
第
六
章
及
び
こ
の
章
の
規
定
に

よ
り
提
出
さ
れ
た
書
類
（
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ら
れ
た
も
の
及
び
法
第
六
十
九
条
の

二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
に
係
る
も
の
を
除
く
。）と
す
る
。

第
三
十
九
条

令
第
五
条
の
十
四
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
書
類
は
、
法
及
び
こ
の
章
の
規
定
に
よ
り
提
出
さ

れ
た
書
類
（
法
第
五
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
ら
れ
た
も
の
を
除
く
。）と
す
る
。

第
十
節

医
療
法
人
に
関
す
る
情
報
の
調
査
及
び
分
析
等

（
新
設
）

（
法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
三
十
八
条
の
三

法
第
六
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
同
条
第
三
項

に
規
定
す
る
分
析
の
結
果
そ
の
他
の
地
域
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ
る
医
療
を
確
保
す
る
た
め
に
都
道
府
県
知
事

が
必
要
と
認
め
る
も
の
（
個
人
の
権
利
利
益
が
害
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
部
分
を
除
く
。）と
す
る
。

（
新
設
）

（
法
第
六
十
九
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
）

第
三
十
八
条
の
四

法
第
六
十
九
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
者
は
、
租
税
特
別
措
置

法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
て
最
終
会
計
年
度
の
所
得
の
金
額
を
計
算
し
た
医
療
法
人
と
す
る
。

（
新
設
）

（
法
第
六
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
方
法
）

第
三
十
八
条
の
五

法
第
六
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
次
に
掲
げ
る
方
法
の
い
ず
れ
か
に
よ

り
、
毎
会
計
年
度
終
了
後
三
月
以
内
（
法
第
五
十
一
条
第
二
項
の
医
療
法
人
に
あ
つ
て
は
、
四
月
以
内
）
に
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
新
設
）

一

電
磁
的
方
法
を
利
用
し
て
自
ら
及
び
当
該
報
告
を
受
け
る
べ
き
都
道
府
県
知
事
が
同
一
の
情
報
を
閲
覧
す

る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
講
ず
る
方
法

二

書
面
の
提
出

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報
〇
厚
生
労
働
省
令
第
百
号

全
世
代
対
応
型
の
持
続
可
能
な
社
会
保
障
制
度
を
構
築
す
る
た
め
の
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
同
法
に
よ
る
改
正
後
の
医
療
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第

二
百
五
号
）
第
六
十
九
条
の
二
及
び
医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
第
五
条
の
十
四
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
療
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
五
年
七
月
三
十
一
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信





２

前
項
第
一
号
の
措
置
は
、
厚
生
労
働
大
臣
が
管
理
す
る
電
気
通
信
設
備
の
記
録
媒
体
に
法
第
六
十
九
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
で
定
め
る
事
項
を
内
容
と
す
る
情
報
を
記
録
す
る
措
置
で
あ
つ
て
、
同
項
の

規
定
に
よ
り
報
告
を
す
べ
き
医
療
法
人
が
、
自
ら
及
び
当
該
報
告
を
受
け
る
べ
き
都
道
府
県
知
事
が
当
該
情
報

を
記
録
し
、
か
つ
、
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
式
に
従
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

３

第
一
項
第
一
号
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
た
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
管
理
す
る
電
気
通

信
設
備
の
記
録
媒
体
へ
の
記
録
が
さ
れ
た
時
に
法
第
六
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
受
け
る
べ

き
都
道
府
県
知
事
に
到
達
し
た
も
の
と
み
な
す
。

（
法
第
六
十
九
条
の
二
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
三
十
八
条
の
六

法
第
六
十
九
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る

事
項
と
す
る
。

（
新
設
）

一

病
院
又
は
診
療
所
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
病
院
等
」
と
い
う
。）の
名
称
、
所
在
地
そ
の
他
の
病
院
等

の
基
本
情
報

二

病
院
等
の
収
益
及
び
費
用
の
内
容

三

病
院
等
の
職
員
の
職
種
別
人
員
数
そ
の
他
の
人
員
に
関
す
る
事
項

四

そ
の
他
必
要
な
事
項

（
法
第
六
十
九
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
）

第
三
十
八
条
の
七

法
第
六
十
九
条
の
二
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

（
新
設
）

一

法
第
五
十
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
記
載
さ
れ
た
事
項

二

法
第
六
十
九
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
内
容

三

そ
の
他
必
要
な
事
項

（
法
第
六
十
九
条
の
二
第
五
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
）

第
三
十
九
条

法
第
六
十
九
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
方
法
は
、
電
磁
的
方
法
を
利

用
し
て
自
ら
及
び
厚
生
労
働
大
臣
が
同
一
の
情
報
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
置
く
措
置
を
講
ず
る
方

法
そ
の
他
の
適
切
な
方
法
と
す
る
。

（
新
設
）

附

則

こ
の
省
令
は
、
令
和
五
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和年月日 月曜日 (号外第号)官 報 


